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会議録（１）

会議の名称 令和 2年度第 1回飯能市都市計画審議会

開催日時
令和 2年 8月 7日 (金)
開会 午前 9時 30分 閉会 午前 9時 57分

開催場所 飯能市役所本庁舎別館 2階 会議室 2・3

議長氏名 宮下 清栄

出席委員
宮下 清栄 熊田 俊郎 吉田 勝紀 矢島 巌 石森 義朗

野田 直人 加涌 弘貴 滝沢 修 中元 太 新井 重治

欠席委員 佐野 純一 大津 力

説明者等

出席者氏名

市長 大久保 勝

建設部長 細田 幸二

建設部まちづくり推進課主幹 桒田 孔崇

建設部区画整理課長 赤羽 英紀

傍聴者の数 なし

会議次第 別紙のとおり

配 付 資 料 別紙のとおり

事務局職員

職 氏 名

建設部まちづくり推進課主査 小見山 亮

建設部まちづくり推進課主事 市川 晋

建設部区画整理課主査 町田 則之

建設部区画整理課主査 吉田 京司

建設部区画整理課主任 鈴木 大輔
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会議録（２）

議事の概要（経過）・決定事項

開会に際し、市長から挨拶があった。

会議次第に従い、議事(1)「会長選挙及び職務代理者の指名について」について、指名推
薦により、宮下委員が会長に選出され、職務代理については次回審議会にて指名すること

になった。

議事(2)「飯能都市計画道路の変更について（報告）」及び議事(3)「飯能都市計画地区計
画の変更について（報告）」について、まちづくり推進課主幹から説明し、質疑応答を実

施した。

閉会に際し、建設部長から挨拶があった。
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会議録（３）

発 言 者 発 言 内 容

主 査

市 長

主 査

主 査

主 査

主 査

(9:30 開会)
只今から、審議会を始めさせていただきます。

本日の出欠席について報告させていただきます。

本日の出席委員は10名でございます。
なお、佐野委員、大津委員からは欠席のご連絡をいただいており

ます。

飯能市都市計画審議会条例第7条第2項の規定に基づく定足数を満
たしておりますので、只今から令和2年度第1回飯能市都市計画審議
会を開会させていただきます。

本日は公開の会議としておりますので、傍聴を希望される方につ

きましては、傍聴席で傍聴していただきますのでご承知のほどお願

いいたします。

それでは、次第の2挨拶に移ります。
本来であれば、最初に飯能市都市計画審議会会長からご挨拶をい

ただくところでございますが、令和2年3月31日の任期満了に伴う委
員改選により、会長選出前でございますので、大久保市長からご挨

拶申し上げます。

(挨拶)

ありがとうございました。

大久保市長におきましては公務のため、ここで退席をさせていた

だきます。

(市長退席)

ここで、委員の皆様を改めて紹介させていただきます。

お手数ではございますが、お名前をお呼びいたしますので、ご起

立いただきますようお願いいたします。

(委員紹介)

次に、市の職員を紹介させていただきます。

(職員紹介)

次に資料の確認をさせていただきます。

(配付資料の確認)
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会議録（３）

発 言 者 発 言 内 容

主 査

主 査

仮議長

主 幹

仮議長

仮議長

委 員

仮議長

仮議長

資料は、以上の7点でございます。資料の不足等はございませんで
しょうか。無いようでしたら、議事に入らせていただきます。

本来であれば、飯能市都市計画審議会条例第7条第1項の規定によ
り、会長に議長をお願いするところでございますが、会長選出前で

ございますので、前会長の宮下委員に仮議長をお願いしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。

(異議なしの声あり)

ありがとうございます。それでは、宮下委員は議長席へ移動をお

願いいたします。

(議長席へ移動)

よろしくお願いします。

それでは議事に入ります。

議事(1)「会長選挙及び職務代理者の指名について」を議題といた
します。事務局から説明願います。

(説明)

選挙の方法ですが、指名推選としたいと思いますがよろしいでしょ

うか。

(異議なしの声あり)

異議が無いようですので、指名推選とさせていただきます。

どなたか推選をお願いいたします。

宮下委員を推選します。

他に推選したい方はいらっしゃいませんか。

(推薦者なし)

いらっしゃらないようですので、議決を採りたいと思います。

私が会長を務めさせていただくことに、ご異議はございませんで

しょうか 。

(異議なしの声あり)
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会議録（３）

発 言 者 発 言 内 容

仮議長

主 査

会 長

主 査

議 長

議 長

主 幹

議 長

委 員

区画整理課長

異議が無いようですので、私が会長を務めさせていただきます。

ありがとうございます。

それでは、会長に就任されました宮下委員からご挨拶を頂戴した

いと思います。

宮下会長、よろしくお願いいたします。

(挨拶)

ありがとうございました。

それでは、飯能市都市計画審議会条例第 7条第 1項の規定により、
改めて宮下会長に議長をお願いいたします。

よろしくお願いします。

次に、職務代理者の指名ですが、飯能市都市計画審議会条例第 6
条第 3項の規定により、あらかじめ会長が指名することとなってお
りますので、私から指名させていただきます。

前回に引き続き、佐野委員にお願いしたいと考えておりますが、

本日、佐野委員は欠席のため、次回の審議会の際に改めて、佐野委

員を指名させていただきたきたいと思いますが、よろしいでしょう

か。

（異議なしの声あり）

ありがとうございます。それでは、次回、改めて指名させていた

だきます。

以上で議事(1)を終了させていただきます｡
続きましては、議事(2)に移りますが、議事(2)と議事(3)は、関連し
た内容のため、まとめて事務局から説明をお願いします。

(資料に基づき説明)

説明は以上でございますが、何か質問ございますか。

久下六道線と阿須小久保線の交差点部分の変更については地権者

からの同意は得られているのでしょうか。

4箇所の角地それぞれに地権者がいらっしゃいますが、各地権者に
対し、市としてこのような変更を考えている旨を説明しており、あ

る程度の同意をいただいている状況でございます。
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会議録（３）

発 言 者 発 言 内 容

委 員

区画整理課長

議 長

議 長

主 査

主 査

部 長

現時点で岩沢北部土地区画整理事業地内にあたる箇所については

随意契約保留地とするのか、あるいは換地計画の変更により宅地と

して販売するのかどちらで考えているのでしょうか。

久下六道線南東側については、岩沢北部土地区画整理事業地内に

あたります。今回の都市計画道路の変更に伴い、区画整理の事業計

画また換地計画の変更等も予定をしており、今後の換地設計を行う

なかで、随意契約保留地とするのか、宅地として販売するのか検討

します。

他にご質疑等ありますでしょうか。

(なしの声あり)

無いようですので、以上で議事(2)、議事(3)を終了し、進行を事務
局へお返しします。ありがとうございました。

宮下会長、ありがとうございました。

次に、次第 4『その他』でございます。事務局から 2点連絡事項が
ございます。

はじめに、次回の飯能市都市計画審議会の日程については、11月
下旬を目途に開催し、生産緑地の変更について、諮問させていただ

く予定です。

次に、2点目でございます。会議録の署名については、前回まで議
長の指名を受けた委員に署名いただいておりましたが、今回から議

長である宮下会長に署名いただきますので、ご承知おきいただきま

すようお願いいたします。

事務局からの連絡事項は以上です。委員の皆様から何か報告など、

ございますか。

(なしの声あり)

無いようですので、閉会に際しまして、建設部長からご挨拶申し

上げます。

(挨拶)

(9:57 閉会)
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会議録（３）
議事のてん末・概要を記載し、その相違ないことを証するためここに署名します。

令和 年 月 日

署 名


